
平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 30 39 1３

平成 年 月 日（火）

号外第 号

16 30

39

３

毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県議会委員会条例 一部 改正 条例（ ）（議会事務局総務課）………………………

鳥取県政務調査費交付条例 一部 改正 条例（ ）（〃）……………………………………

◇鳥取県議会委員会条例 一部 改正 条例

総務警察常任委員会 所管 防災局 関 事項 加 。（第 条関係）

企画土木常任委員会 所管 文化観光局 関 事項 加 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県政務調査費交付条例 一部 改正 条例

県内 住所 有 者等 、議長 対 、保存 収支報告書 写 交付 請求

。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県議会委員会条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県議会委員会条例 一部 改正 条例

鳥取県議会委員会条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。
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総務警察常任委員会 人

防災局、総務部、警察本部、監査委員及 人事委員

会 関 事項並 他 常任委員会 所管 属

事項

教育民生常任委員会 略

経済産業常任委員会 略

企画土木常任委員会 人

企画部、文化観光局、県土整備部及 企業局 関

事項

総務警察常任委員会 人

総務部、警察本部、監査委員、人事委員会並 消

防及 防災 関 事項並 他 常任委員会 所管

属 事項

教育民生常任委員会 略

経済産業常任委員会 略

企画土木常任委員会 人

企画部、県土整備部及 企業局 関 事項

改 正 後 改 正 前

（収支報告書 保存及 閲覧等）

第 条 略

次 掲 、議長 対 、前項 規定

保存 収支報告書 閲覧又 写 交付 請

求 。

（ ）～（ ） 略

前項 規定 収支報告書 閲覧又 写 交付

請求 、当該収支報告書 提出期限 翌日 起算

月 経過 日 翌日 。

第 項 規定 収支報告書 写 交付 受

、当該交付 要 費用 負担

。

前 項 定 、第 項 規定 収

支報告書 閲覧又 写 交付 関 必要 事項 、

議長 別 定 。

（収支報告書 保存及 閲覧）

第 条 略

議長 、前項 規定 保存 収支報告書 、

次 掲 閲覧 供 。

（ ）～（ ） 略

前項 規定 収支報告書 閲覧 関 必要 事

項 、議長 別 定 。
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県政務調査費交付条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県政務調査費交付条例 一部 改正 条例

鳥取県政務調査費交付条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。
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